
参考                          北九州市市税条例新旧対照表（第１条関係）

新 旧

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第２３条  略

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することがで

きなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第４

８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところにより、同項の納税義務

者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除すること

ができなかった金額のうち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき

金額により、当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の

翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税（森林環境税及び森

林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第３条の森林環境税をいう

。以下同じ。）を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係

る徴収金を納付し、若しくは納入する。

３  略

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第２７条の２  略

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第２３条  略

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することがで

きなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、令第４

８条の９の３から第４８条の９の６までに定めるところにより、同項の納税義務

者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の

同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若しくは当

該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

３  略

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書）

第２７条の２  略
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新 旧

定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則

で定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２

第１項の規定による申告書を提出することができる。

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所

得者で区内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した

事項について異動を生じた場合には、第１項又は法第３１７条の３の２第１項の

給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに

、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に

経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に

市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に経由すべき

給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定

する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て施行規則で定めるものをいう。次条第４項において同じ。）により提供するこ

とができる。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所得

者で区内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事

項について異動を生じた場合には、前項又は法第３１７条の３の２第１項の給与

支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべ

き給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提

出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由すべき

給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定

する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出

に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（

電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て施行規則で定めるものをいう。次条第４項において同じ。）により提供するこ

とができる。 
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新 旧

６ 前項の規定がある場合における第４項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理された

とき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあ

るのは「提供を受けた日」とする。

（個人の市民税の徴収の方法等）

第３０条 個人の市民税は、第３５条、第３８条の２第１項、第３８条の５又は第

４１条の５の規定による特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法

により徴収する。

２  略

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せ

て賦課し、及び徴収する。

（個人の市民税の納税通知書）

第３２条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分

の個人の市民税額、個人の県民税額及び森林環境税額の合算額（第３８条第１項

又は第３８条の６第１項の規定により徴収する場合にあっては、特別徴収の方法

により徴収されないこととなった金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第

３８条第１項又は第３８条の６第１項の規定により徴収する場合にあっては、特

別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後に到来する納期）の数で除

して得た額とする。

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第３８条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与

５ 前項の規定がある場合における第３項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理された

とき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあ

るのは「提供を受けた日」とする。

（個人の市民税の徴収の方法）

第３０条 個人の市民税は、第３５条、第３８条の２第１項、第３８条の５又は第

４１条の５の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方

法によって徴収する。

２  略

（個人の市民税の納税通知書）

第３２条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分

の個人の市民税額及び県民税額の合算額（第３８条第１項又は第３８条の６第１

項の規定によって徴収する場合にあっては、特別徴収の方法によって徴収されな

いこととなった金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第３８条第１項又は

第３８条の６第１項の規定によって徴収する場合にあっては、特別徴収の方法に

よって徴収されないこととなった日以後に到来する納期）の数で除して得た額と

する。

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第３８条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与
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新 旧

所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合

には、特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、

特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第３１

条第１項の納期があるときはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来す

る同項の納期がないときは直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額

に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から納入された給与

所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税

額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）

において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る

税額は、法第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるもの

とし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納

付し、又は納入することを委託したものとみなす。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ）

第３８条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第３２

１条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により特

別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別

徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第３１条第

１項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する

所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場

合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当す

る税額は、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到

来する第３１条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において

、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方

法によって徴収するものとする。 

２ 法第３２１条の６第１項の通知によって変更された給与所得に係る特別徴収税

額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から納入された給

与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収

税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。

）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係

る税額は、法第１７条の２の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当

する。 

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ）

第３８条の６ 法第３２１条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第３２

１条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により特

別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特

別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第３１

条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後
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新 旧

同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所

得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別

徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から納入された年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得

者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税

額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮

特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対象年金所得者の未納

に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の

２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、

第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関

係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又

は納入することを委託したものとみなす。

（種別割の税率）

第６６条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とする。

（１） 原動機付自転車

ア～ウ  略

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有するもの

に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴

収するものとする。

２ 法第３２１条の７の７第３項（法第３２１条の７の８第３項において読み替え

て準用する場合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所

得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特

別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から納入された年金所得に

係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所

得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収

税額を超える場合（徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る

仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴収対象年金所得者の未

納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２

の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。

（種別割の税率）

第６６条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とする。

（１） 原動機付自転車

ア～ウ  略

エ 三輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有するもの
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新 旧

にあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５メートル以下であるもの

、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が０．５メートル以

下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号

）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車を除く。）

で、総排気量が０．０２リットルを超えるもの又は定格出力が０．２５キロ

ワットを超えるもの 年額 ３，７００円

（２）  略

（３）  略

付 則

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第９条の２  略

２～１９  略

２０ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１と

する。   

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告）

第９条の３  略 

２～１０  略

１１ 法附則第１５条の９の３第１項の特定マンションに係る区分所有に係る家屋

について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る

同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

にあっては、その輪距のうち最大のもの）が０．５メートル以下であるもの

及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が０．５メートル

以下の三輪のものを除く。）で、総排気量が０．０２リットルを超えるもの

又は定格出力が０．２５キロワットを超えるもの 年額 ３，７００円

（２）  略

（３）  略

付 則

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第９条の２  略 

２～１９  略 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告）

第９条の３  略 

２～１０  略
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新 旧

告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

（２） 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

（３） 家屋の建築年月日及び登記年月日

（４） 当該工事が完了した年月日

（５） 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合に

は、３月以内に提出することができなかった理由

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１７項

に規定する補助（以下この項において「耐震改修補助」という。）に係る補助金

確定通知書の写し、耐震改修補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修に要した費用を証する書類、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１項の規定による報告

に係る書面の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定す

る基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 （１）～（６）  略  

（離島振興対策実施地域内に新設及び増設をされた特定の家屋及び償却資産並び

に当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税の課税免除）

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１３項

に規定する補助（以下この項において「耐震改修補助」という。）に係る補助金

確定通知書の写し、耐震改修補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修に要した費用を証する書類、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１項の規定による報告

に係る書面の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規定す

る基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 （１）～（６）  略  

（離島振興対策実施地域内に新設及び増設をされた特定の家屋及び償却資産並び

に当該家屋の敷地である土地に係る固定資産税の課税免除）
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第１５条の９ 平成３１年４月１日から令和７年３月３１日までの間に離島振興対

策実施地域内において製造の事業、旅館業（下宿営業を除く。）、情報サービス

業その他省令第１条各号に掲げる事業の用に供するため新設され、又は増設され

た特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地（平成

３１年４月１日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その

取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の

着手があった場合における当該土地に限る。）に対しては、第４２条第１項の規

定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税を課すべき年

度から３年度分の固定資産税に限り、これを課さない。

（読替規定） 

第２０条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項

、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３

９項、第４３項若しくは第４６項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６

３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１１５条第２項中「又

は第３３項」とあるのは、「若しくは第３３項又は法附則第１５条第１項、第９

項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第

３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項、第

１５条の２第２項、第１５条の３若しくは第６３条」とする。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例）

第２１条の２ 昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の市民税に限り

第１５条の９ 平成３１年４月１日から令和５年３月３１日までの間に離島振興対

策実施地域内において旅館業（下宿営業を除く。）又は省令第１条第４号の事業

の用に供するため新設され、又は増設された特別償却設備である家屋及び償却資

産並びに当該家屋の敷地である土地（平成３１年４月１日以後において取得した

ものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内

に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に

限る。）に対しては、第４２条第１項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資

産に対して新たに固定資産税を課すべき年度から３年度分の固定資産税に限り、

これを課さない。

（読替規定） 

第２０条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項

、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３

９項若しくは第４３項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１１５条第２項中「又は第３３項

」とあるのは、「若しくは第３３項又は法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３１項から

第３５項まで、第３８項、第３９項若しくは第４３項、第１５条の２第２項、第

１５条の３若しくは第６３条」とする。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例）

第２１条の２ 昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税に限り
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、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土

地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）

をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３４条の

２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

（１）  略

（２）  略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割に

ついて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。

３  略

、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土

地等（租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）

をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３４条の

２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、前条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

（１）  略

（２）  略

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割に

ついて準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。

３  略
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（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課

税の特例）

第２４条 所得割の納税義務者（租税特別措置法第３７条の１３第１項に規定する

特定中小会社の同項に規定する特定株式（以下この条において「特定株式」とい

う。）を払込み（当該株式の発行に際してするものに限る。以下この条において

同じ。）により取得（法附則第３５条の３第１１項に規定する取得をいう。以下

この条において同じ。）をしたもの（令附則第１８条の６第１８項に規定する者

を除く。）又は租税特別措置法第３７条の１３の２第１項に規定する株式会社の

同項に規定する設立特定株式を払込みにより取得をしたもの（令附則第１８条の

６第１９項に規定する要件を満たすものに限る。）に限る。以下この条において

同じ。）について、同法第３７条の１３の３第１項に規定する適用期間内に、そ

の有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失ったこと

による損失が生じた場合として同項各号に掲げる事実が発生したときは、同項各

号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の

金額として法附則第３５条の３第１１項に規定する金額は当該特定株式の譲渡を

したことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条例の規定を適用す

る。

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度

分の第２６条第１項若しくは第３項の規定による申告書又は第７項において準用

する同条第４項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第２７条第

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課

税の特例）

第２４条 租税特別措置法第３７条の１３第１項に規定する特定中小会社の同項に

規定する特定株式（以下この条において「特定株式」という。）を払込み（当該

株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。）により取得（

法附則第３５条の３第１１項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。

）をした所得割の納税義務者（令附則第１８条の６第１７項に規定する者を除く

。以下この条において同じ。）について、租税特別措置法第３７条の１３の２第

１項に規定する適用期間内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式

が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同項各号に掲げ

る事実が発生したときは、同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式

の譲渡をしたことと、当該損失の金額として法附則第３５条の３第１１項に規定

する金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみ

なして、この条例の規定を適用する。

２ 前項の規定は、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度

分の第２６条第１項若しくは第３項の規定による申告書又は第７項において準用

する同条第４項の規定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第２７条第
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１項の確定申告書又は租税特別措置法第３７条の１３の３第１０項において準用

する同法第３７条の１２の２第９項において準用する所得税法第１２３条第１項

の規定による申告書を含む。）に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。

３ 所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る

譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第２６条第１項若し

くは第３項の規定による申告書又は第７項において準用する同条第４項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第２７条第１項の確定申告書又は租

税特別措置法第３７条の１３の３第１０項において準用する同法第３７条の１２

の２第９項において準用する所得税法第１２３条第１項の規定による申告書を含

む。）に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）に限り、付則第２３条第３項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

４～６  略

７ 第２６条第４項の規定は、同条第１項ただし書に規定する者（同条第２項の規

定により同条第１項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年度

の翌年度以後の年度において第５項の規定の適用を受けようとする場合であって

、当該年度の市民税について同条第３項の規定による申告書を提出すべき場合及

１項の確定申告書又は租税特別措置法第３７条の１３の２第１０項において準用

する同法第３７条の１２の２第９項において準用する所得税法第１２３条第１項

の規定による申告書を含む。）に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。

３ 所得割の納税義務者の特定株式に係る譲渡損失の金額は、当該特定株式に係る

譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度分の第２６条第１項若し

くは第３項の規定による申告書又は第７項において準用する同条第４項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第２７条第１項の確定申告書又は租

税特別措置法第３７条の１３の２第１０項において準用する同法第３７条の１２

の２第９項において準用する所得税法第１２３条第１項の規定による申告書を含

む。）に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認めるときを含む。）に限り、付則第２３条第３項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

４～６  略

７ 第２６条第４項の規定は、同条第１項ただし書に規定する者（同条第２項の規

定によって同条第１項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）が、当該年

度の翌年度以後の年度において第５項の規定の適用を受けようとする場合であっ

て、当該年度の市民税について同条第３項の規定による申告書を提出すべき場合
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新 旧

び同条第４項の規定により同条第１項の申告書を提出することができる場合のい

ずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第４項中「

純損失又は雑損失の金額」とあるのは「付則第２４条第５項に規定する特定株式

に係る譲渡損失の金額」と、「同項の申告書」とあるのは「令附則第１８条の６

第３０項に掲げる事項を記載した申告書」と読み替えるものとする。 

８ 第５項の規定の適用がある場合における第２７条の規定の適用については、同

条第１項中「確定申告書（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条

の１３の３第１０項において準用する同法第３７条の１２の２第９項において準

用する所得税法第１２３条第１項の規定による申告書を含む。」と、「前条第１

項から第４項まで」とあるのは「前条第１項から第４項まで又は付則第２４条第

７項において準用する前条第４項」と、同条第２項中「前条第１項から第４項ま

で」とあるのは「前条第１項から第４項まで又は付則第２４条第７項において準

用する前条第４項」とする。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

及び同条第４項の規定によって同条第１項の申告書を提出することができる場合

のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第４項

中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「付則第２４条第５項に規定する特定

株式に係る譲渡損失の金額」と、「同項の申告書」とあるのは「令附則第１８条

の６第２８項に掲げる事項を記載した申告書」と読み替えるものとする。 

８ 第５項の規定の適用がある場合における第２７条の規定の適用については、同

条第１項中「確定申告書（」とあるのは「確定申告書（租税特別措置法第３７条

の１３の２第１０項において準用する同法第３７条の１２の２第９項において準

用する所得税法第１２３条第１項の規定による申告書を含む。」と、「前条第１

項から第４項まで」とあるのは「前条第１項から第４項まで又は付則第２４条第

７項において準用する前条第４項」と、同条第２項中「前条第１項から第４項ま

で」とあるのは「前条第１項から第４項まで又は付則第２４条第７項において準

用する前条第４項」とする。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税）

第２７条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第５項において準用す

る場合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この

条において同じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０

月１日から令和３年１２月３１日までの間（付則第２７条の７第３項において「

特定期間」という。）に行われたときに限り、第６４条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）
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第２７条の２  略

２  略

３ 福岡県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環

境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第２７条の

４の規定により読み替えられた第６４条の８第１項に規定する納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不

正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した

者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたこと

を事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによる

ものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三

輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によること

とされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自

動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額

は、同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）

第２７条の３  略

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）

第２７条の４  略

第２７条の３  略

２  略

３ 福岡県知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環

境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第２７条の

５の規定により読み替えられた第６４条の８第１項に規定する納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不

正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した

者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたこと

を事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによる

ものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三

輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規定によりその例によること

とされた法第１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自

動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額

は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）

第２７条の４  略

（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）

第２７条の５  略
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新 旧

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）

第２７条の５  略

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）

第２７条の６  略

２  略

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第２９条  略

２  略

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、

同項の不足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

４  略

（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付）

第２７条の６  略

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）

第２７条の７  略

２  略

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第６４条の６第２号

及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたと

きに限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分の１」とす

る。

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第２９条  略

２  略

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、

同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を加算した

金額とする。 

４  略
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北九州市環境未来税条例新旧対照表（第２条関係）

新 旧

（不足税額等の納付手続）

第１１条 環境未来税の納税者は、法第７３３条の１６第４項、第７３３条の１８

第８項又は第７３３条の１９第５項の規定による通知を受けた場合には、不足税

額（更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。）又は

法第７３３条の１８第１項に規定する過少申告加算金額、同条第３項に規定する

不申告加算金額若しくは法第７３３条の１９第１項に規定する重加算金額を当該

通知により指定する納期限までに、納付書（北九州市市税条例（昭和３８年北九

州市条例第８５号）第２条第３号に規定する納付書をいう。）によって納付しな

ければならない。

２  略

（不足税額等の納付手続）

第１１条 環境未来税の納税者は、法第７３３条の１６第４項、第７３３条の１８

第６項又は第７３３条の１９第４項の規定による通知を受けた場合には、不足税

額（更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。）又は

法第７３３条の１８第１項に規定する過少申告加算金額、同条第３項に規定する

不申告加算金額若しくは法第７３３条の１９第１項に規定する重加算金額を当該

通知により指定する納期限までに、納付書（北九州市市税条例（昭和３８年北九

州市条例第８５号）第２条第３号に規定する納付書をいう。）によって納付しな

ければならない。

２  略
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北九州市宿泊税条例新旧対照表（第３条関係）

新 旧

（不足金額等の納入）

第１４条 特別徴収義務者は、法第７３３条の１６第４項、第７３３条の１８第８

項又は第７３３条の１９第５項の規定による通知を受けた場合には、不足金額（

更正による納入金の不足金額又は決定による納入金額をいう。次項において同じ

。）又は法第７３３条の１８第１項に規定する過少申告加算金額、同条第３項に

規定する不申告加算金額若しくは法第７３３条の１９第１項及び第２項に規定す

る重加算金額を当該通知により指定する納期限までに納入しなければならない。

２  略

（不足金額等の納入）

第１４条 特別徴収義務者は、法第７３３条の１６第４項、第７３３条の１８第７

項又は第７３３条の１９第５項の規定による通知を受けた場合には、不足金額（

更正による納入金の不足金額又は決定による納入金額をいう。次項において同じ

。）又は法第７３３条の１８第１項に規定する過少申告加算金額、同条第３項に

規定する不申告加算金額若しくは法第７３３条の１９第１項及び第２項に規定す

る重加算金額を当該通知により指定する納期限までに納入しなければならない。

２  略
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